
薯

γ
F
.～

堕

ら
、
.

六
亜
目
単
ス
團
二
や

層
口
第
三
租

聾
便
噛
認
可

〔
悸
月

一
囲

曜
日
琶
行
)

(焚

縛

載
)

曾:學濟 経學天国帝都京

叢論漁
號 ミ 節 巻漏十艮第

行 縢 日 一 月 三 年 内 相 晴

曇囲

…叢

所
得
税

の
不
公
李

・
:

利
子

の
形
成

に

つ
い
て

・
:

・

歎
學
的
経

済
學

の
論

理
的
構
造

の
批

判

・

競

苑

正
米
相
場

一・期

米
相
場
と
の
異
動
關
係

・

金
爲
替

準
備

に
就

い
て

・

ア
メ
リ
カ
経

済

の
襲
達
と
移
民

の
清
長

・
・

濁
逸
柚
工
業
金
融
騰

誓

書

・・巳
Φ㎝。}轟

・

雑

録

幕
末
の
株
仲
間
再
興
是
非

・

明
治
初
年

に
於
け
る
侍
階
級

の
騒
擾

・

奮
派
統
計
學

の

一
著
作

:

・

日
本
都
市

年
鑑

を
讀

む

:

・
・
…

附

録

新
著
外
国
経
済
雑
誌
主
要
論
題

交 交 法

學 學 學

博 博 博
士 士 士

米 高 神

田 田 戸

庄

太 保 正

郎 馬 雄

・
樫

濟

學

土

器
　
る
り

・
縄

濟
學
士

松

輕
濟
學
土

掘

経

濟
學
士

楠

見 江 岡 ロ

ー 保 孝 吉

正 藏 児 彦

経 経 縛 縄

糞 濟 裟 輩
博 學 博 博
士 士 上 士

汐 蜷 黒本

見川糠

三 虎 治

耶 三 巖 郎



明
治
初
年
に
於
け
る
侍
階
級

の
騒
擾

明
治
初
年
に
於
け

る
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級
の
騒
擾
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明
治
維
新
が
政
治
革
命
で
あ
る
か
、
叉
は
肚
會
革
命
で
あ
る

か
は
、
固
よ
の
・多
く
の
議
論
の
存
す
る
所
で
あ
る
が
、
少
く
と

も
肚
會
組
織
は
急
激
な
る
礎
質
を
趣
け
九
。
帥
ち
從
來
の
被
支

配
階
級
が
直
ち
に
替
っ
て
支
配
階
級
と
な
ら
な
か

っ
た
に
し
て

も
、
支
配
階
級
た
る
侍
階
級
の
内
部
的
攣
質
並
に
他
の
諸
階
級

に
封
ず
る
關
係
が
著
し
く
璽
化
し
た
こ
と
は
孚
は
れ
ぬ
事
實
で

あ

る
。
而
し
て
こ
の
憂
革

に
よ
っ
て
特
権
を
失
ひ
た
る
侍
階
級

は
そ
の
敏
甚
だ
多
く
、
之
を
正
確
に
算
定
す

る
事

は
出
来

ぬ
が

明
治
九
年
に
於
て
所
謂
士
族
に
属
す
る
も
の
は
、
男
九
十

一
萬

八
千
六
百
七
十
六
人
、
女
九
十

「
萬
六
千

八
十
二
人
の
多
き
に

上

っ
て
居
る
。
夏
に
正
確
に
計
算
す
れ
ば
そ
れ
以
上
に
達
し
、

全
人
口
の

一
割
に
も
當
る
で
あ
ら
う
。
固
よ
り
之

れ
等
の
も
の

凡
べ
て
が
、
特
構
の
喪
失
に
よ
っ
て
身
分
的
に
も
経
済
的
に
も
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十
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明
治
初
年
に
於
け
る
侍
階
級
の
騒
擾

渡
落
し
た
の
で
は
な
く
、或

は
官
途
に
就
き
、或
は
在
郷
し
て
農

に
蹄
し
、
或
は
商
工
業
を
螢
み
、
相
當
の
地
歩
を
占
め
得
た
も

の
も
あ
る
。
併
し
乍
ら
因
習
の
久
し
き
、
彼
等
侍
階
級
は
百
姓

町
人
と
伍
し
て
生
活
す
る
を
潔
し
と
せ
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
維

濟
剛
孚
に
於
て
は
、
所
謂
「
士
族
の
商
法
」
と
な
り
易
く
、
必
し

も
勝
者
た
り
得

ぬ
。
殊
に
明
治
政
府
は
形
式
的
に
は
大
規
模
な

る
行
政
組
織
を
以
て
、
中
央
集
榎
政
治
を
行
っ
た
け
れ
ど
も
、

尚

ほ
奮
來
の
藩
閥
思
想
は
陰
然
と
し
て
重
き
を
な
し

.
藩
國
分

権
の
状
態
に
あ
り
、
中
央
政
府
の
威
令
は
充
分
に
行
は
れ
な
か

っ
た
。
藩
閥
思
想
は
常
に
廟
堂
に
於
け

る
野
立
抗
争
の
因
を
成

し

、
相
互
に
嫉
視
反
目
し
た
。
又
急
激
な
る
中
央
集
橿
化
は
、

從
來
孤
立
し
て
領
域
経
済
を
螢
み
、
そ
の
肚
會
的
経
濟
的
自
然

的
事
情
を
異
に
し
た
る
も
の
を
、
絵
り
に
劃

一
化
す
る
の
弊
が

あ

っ
た
。
固
よ
り
明
治
薪
政
府
は
、
各
藩
縣
に
奮
慣
の
調
査
、

地

理
的
事
情
の
研
究
に
種

々
の
施
設
を
行
っ
た
け
れ
ど
も
、
間

断
な
き
新
制
の
劃

「
的
實
施
は
、
少
か
ら
ず
人
心
を
動
揺
せ
し

め
、
封
建
的
傅
統
に
囚
は
れ
た
る
百
姓
共
は
全
く
恐
怖
駄
態
に

陥
り
、
そ
の
経
済
的
利
害
關
係
と
相
俟

て
、
途
に
百
姓
を
し
て

第
一二
十
二
巻

五
占八
八

第
一二
號

一
ゴ一四

一
揆
的
暴
動
に
導

い
た
も
の
が
少
く
な

い
。
實
に
明
治
十
年
迄

は
、
新
と
菖
、積
極
と
消
極
、進
取
と
保
守
、
動
と
静

、
自
由
と

束
縛
の
抗
争
時
代
で
あ
っ
た
。
而
し
て
こ
の
客
観
的
状
勢
の
下

に
於
て
、
身
分
的
特
灌
を
喪
失
し
、
生
薩
階
級

へ
の
韓
人
の
苦

悶

に
憐
み

つ
・
あ
り
し
蕉
侍
階
級
は
、
あ
の
し
時
代
を
憧
憬
し

て
、
新
制
に
不
軍
不
満
を
懐
歯
,力
及
ぼ
す
と
は
知
り
乍
ら
、時

あ
っ
て
新
政
府
に
反
封
せ
ん
と
し
、
或
は
精
榊
的
経
済
的
苦
衷

を
百
姓

一
揆
的
方
法
に
よ
っ
て
新
政
府
に
訴

へ
ん
と
し
、
或
は

農

民
を
煽
動
し
て
そ
の
欝
憤
を
晴
ら
さ
ん
と
す
る
も
の
が
現
は

れ
た
。
明
治
七
年
二
月
の
佐
賀
の
気

、
明
治
九
年
十
月
の
熊
本

淋
風
連
の
齪
、
秋
月
の
臨

、
萩
の
齪
、
明
治
十
年
の
西
南

の
役

の
如
き
は
、
固
よ
り
當
時
の
政
界
に
於
け
る
思
想
封
立
の
結
果

で
は
あ
る
が
、
必
し
も
明
治
維
新
に
よ
る
諸
攣
革

の
必
然
的
産

物
で
あ
る
と
は
い

へ
な
い
。
之
に
反
し
耽
會
の
急
激
な
る
攣
革

に
遭
ひ
、
そ
の
特
権
を
奪
は
れ
自
ら
勢
倒
し
て
生
活
の
資
を
求

め
ざ
ろ
を
得
な
く
な
っ
た
侍
階
級
の
反
抗
運
動

は
、
そ
れ
が
た

と
ひ
大
規

模
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
維
新
革
命
の
必
然

的
結
果
と
い
っ
て
よ
い
。
從
て
そ
の
生
起
の
状
態
、
そ
の
目
標

、



動
機
、
並
に
そ
の
抵
抗
形
態
は
、
革
命
の
直
後
に
於
て
、
特
権

ぞ
喪
失
せ
る
奮
支
配
階
級
の
悲
惨
な
る
淡
落
過
程
を
知
る
の
資

と
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
以
下
極
め
て
少
数
の

事
例
で
は
あ
る
が
、
官
事
の
百
姓
一
按
と
剖
比
す
べ
き
反
抗
運

動
と
し
て
、
太
政
類
典
並
に
明
治
史
要
に
牧
載
す
る
事
費
に
よ

っ
て
、
侍
階
級
の
騒
援
の
概
様
ぞ
示
す
で
あ
ら
う
。

=
、
騒
帽
悔
の
型

明
治
四
年
七
月
、
雄
藩
置
懸
の
断
行
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
凡

べ
て
の
方
面
に
於
て
劃
期
的
の
意
義
ぞ
有
す
る
。
明
治
維
新
後

奮
制
は
次
第
に
破
壊
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
従
来
の
身
分
階
級

の
堕
性
は
仲
L
N

重
大
に
し
て
、
蕎
侍
階
級
は
精
神
的
に
も
経
済

的
に
も
、
街
は
さ
ま
で
不
利
の
地
位
に
陥
ら
な
か
っ
仁
。
而
し

τ彼
等
侍
階
級
は
、
偉
大
な
る
中
央
纏
力
が
確
立
せ
ら
れ
て
居

な
い
に
め
、
真
に
封
建
枇
曾
が
打
破
せ
ら
れ
て
し
ま
ふ
か
否
か

に
つ
き
て
は
暗
中
模
索
の
欣
態
に
あ
っ
亡
。
従
て
彼
等
の
中
に

は
枇
曾
の
大
勢
を
洞
破
し
て
そ
の
蹄
趨
を
知
悉
し
て
居
た
も
の

も
あ
る
が
、
従
来
太
平
に
な
れ
て
居
た
侍
階
級
は
、
こ
の
混
観

明
治
初
年
に
於
げ
る
侍
階
級
自
陪
擾

時
に
於
て
、
元
の
身
分
の
低
か
り
し
も
の
が
念
に
撞
頭
し
、
上

下
の
分
が
み
だ
れ
、
叉
種
々
の
因
縁
等
よ
り
し
て
嫉
親
反
目
あ

り
し
錦
め
、
待
相
互
の
聞
に
於
て
も
私
闘
が
た
え
な
か
っ
に
。

般
に
少
数
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
明
治
元
年
よ
り
十
年
頃
迄
の

待
階
級
の
騒
援
を
見
る
時
は
大
隈
四
の
型
が
あ
る
。
第
一
は
封

建
的
意
味
に
於
け
る
大
義
名
分
論
叉
は
主
税
制
蹴
よ
り
来
る
奮
制

度
擁
護
の
鎮
め
の
騒
壌
で
あ
る
。
第
二
は
之
に
関
聯
し
て
、
念

激
な
る
枇
曾
積
一
本
、
四
洋
式
の
生
活
の
探
問
と
間
関
と
の
矛
府

を
憤
慨
す
る
園
粋
論
に
去
く
騒
援
、
第
三
は
各
藩
が
維
新
の
草

命
に
針
し
て
と
り
た
る
態
度
が
直
々
に
し
て
、
そ
の
結
果
は
、

維
新
の
大
改
革
に
よ
っ
て
得
た
る
利
害
賞
罰
が
各
藩
鯨
に
ょ
っ

て
異
る
。
之
に
劃
す
る
反
感
嫉
妬
に
基
く
も
の
も
少
く
な
い
。

叉
同
一
の
藩
燃
に
於
て
も
或
は
幸
運
に
も
よ
き
地
位
を
占
め
に

りる
しも
もの
のも
もあ
少り

よ惑
い iE
→-* 
t 上

箱惇
喜志
20  
比乍
目

らし
てそ
私の
闘志

~ ~ーな f与
さざ

ん
と
す
る
の
傾
向
が
あ
っ
た
。
第
四
に
は
廃
滞
置
鯨
後
、
大
悟

侍
階
級
の
運
命
が
決
定
せ
ら
れ
て
し
ま
ひ
、
蕎
侍
階
級
に
し
て

有
利
に
縛
回
し
得
た
も
の
は
、
そ
れ
ん
¥
一
定
の
分
に
安
じ
て

第
三
十
二
巻

五
六
九

第

~ 

立正



明
治
初
年
に
於
げ
る
侍
階
級
白
騒
擾

居
る
が
、
然
ら
ざ
る
も
の
は
侍
と
し
て
そ
の
特
楼
は
奪
は
れ
、

身
分
的
に
も
経
済
的
に
も
困
難
に
陥
り
、
大
め
に
自
暴
自
棄
と

な
り
て
暴
力
争
な
し
、
或
は
市
井
の
無
産
者
叉
は
困
窮
せ
る
農

民
と
同
じ
く
一
授
的
反
抗
や
企
て
ざ
ゐ
を
得
な
か
っ
た
。
回
よ

り
維
新
直
後
、
枇
舎
の
混
乱
に
一
乗
じ
、
強
盗
的
騒
擾
ぞ
な
し
た

も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
、
大
徳
に
於
て
、
明
治
四
年
以
後
に
於

て
葎
侍
階
級
の
一
投
的
騒
婚
は
増
加
し
た
も
の
u

如
く
で
あ
ゐ

霊
の
事
例1) 

)
 

1
 

(
 
明
治
元
年
四
月

擬
津
図
豊
島
郡
北
保
村
に
於

τ、
何

者
と
も
知
れ
な
い
武
士
十
四
人
計
り
観
暴
し
た
る
に
よ
り
、
そ

の
藩
放
に
瑚
間
井
遠
江
守
家
来
へ
鎮
静
方
を
命
じ
た
。

(2) 

明
治
元
年
十
二
月

東
山
道
先
鋒
線
替
岩
倉
具
定
は
市

場
長
義
に
命
じ
て
俄
に
松
井
康
英
封
ロ
巴
た
る
近
江
の
人
民
を
管

理
せ
心
め
た
が
、
間
も
な
く
之
を
停
止
し
た
の
で
、
長
義
の
お

い
た
官
吏
は
小
民
を
煽
動
し
た
。
長
義
は
謹
慎
ぞ
A
叩
ぜ
ら
れ
、

首
謀
者
は
禁
鋼
せ
ら
れ
丸
一
。

(3) 

明
治
二
年
二
月

伊
勢
の
亀
山
藩
士
は
正
邪
を
分
ち
て

第
三
十
二
巻

五
七
O

第

披

-
~ 
p、

黛
を
な
し
、
互
に
紛
援
し
亡
。
務
主
は
矯
め
に
詰
責
せ
ら
れ
九
。

(4) 

吹
上
藩
士
(
下
野
)
黛
を
結
び
、
抽
曜
に

重
臣
以
下
数
人
を
斬
殺
し
い
円
。

明
治
二
年
三
月

(5) 

明
治
二
年
瓦
月
押
小
路
貨
潔
は
謁
そ
植
て
民
を
過
す
る

ぞ
以
て
議
貰
せ
ら
れ
、
宗
家
三
俊
賛
美
に
之
冶
股
守
せ
し
め
お
。

(6) 

明
治
二
年
十
一
月

村
上
諸
は
従
来
第
を
分
ち
て
人
心

協
和
せ
歩
、
よ
っ
て
知
事
内
総
信
美
の
父
信
岡
山
に
命
じ
知
事
を

締
け
て
そ
の
職
ぞ
修
め
し
が
。

(わ

明
治
三
年
二
月

山
口
藩
の
大
端
末
源
太
郎
、
富
永
有
隣

久
留
米
の
小
河
民
文
、
古
松
筒
二
、
柳
河
の
古
賀
慶
幸
、
熊
本

の
高
田
源
兵
衛
、
小
倉
の
建
野
郷
一
二
、
静
野
拙
一
二
、
秋
田
の
初

岡
敬
二
、
土
佐
の
岡
崎
恭
輔
、
越
後
の
長
谷
川
鍛
之
進
等
、
政

府
守
打
破
し
て
局
面
を
一
一
愛
せ
ん
と
し
、
堂
上
華
族
中
の
不
卒

の
分
子
大
る
愛
宕
遁
旭
、
外
山
疋
輔
、
並
に
北
喜
多
源
ご
と
気

脈
を
通
じ
事
を
曲
帯
け
ん
と
し
、
先
つ
山
口
藩
の
大
禦
等
は
山
口

藩
鹿
ぞ
襲
撃
し
た
。
併
し
乍
ら
之
を
藤
援
す
る
も
の
な
く
、

E

魁
三
十
徐
人
が
捕
へ
ら
れ
た
。
他
は
皆
四
散
し
て
、
或
は
東
京

に
上
っ
て
婁
策
し
、
或
は
豊
後
日
団
地
方
へ
逃
走
し
て
事
を
奉

項の
。

円口
2
9

。
四
よ

る
十
に

よ一.一要

に
月
止

典
二
治

類
+
明

政
年
も

太
元
れ

は
鴻
何

自
明
は

も、の
き
要
ー
、

な
史
、
出

詮
治
、

脚
明
。

、，J
、E

，，、、，

Z

2

3

 



け
ん
と
し
た
。
十
一
月
に
至
っ
て
関
係
者
は
捕
縛
せ
ら
れ
事
卒

(R) 

従
来
徳
島
藩
士
の
私
闘
甚
し
く
人
心

勤
務
す
る
を
以
て
、
藩
知
事
は
政
府
に
詩
ふ

τ之
ぞ
底
断
し
九
。

円フ

明
治
=
一
年
五
月

旧
内
ム
口
三
丘

hJJ1

-
Z判
『
叶

J
F

米
津
藩
士
雲
井
龍
雄
不
軌
e
f
闘
り
姉

へ
ら
れ
、
直
ち
に
東
京
に
抑
治
せ
ら
れ
げ
。

、l''仰
明
治
一
一
↑
年
八
月
稲
井
器
内
の
元
本
多
典
之
輔
の
家
来

の
者
共
は
そ
の
主
君
が
普
遁
の
士
族
と
な
り

L

戸
川
ゐ
事
、
そ
の
管

轄
の
替
り
た
る
事
を
憤
り
在
町
の
も
の
を
煽
動
し
、
議
ぞ
組
み

て
騒
擾
し
た
。

倒
明
治
三
年
十
二
月
津
藩
士
族
は
兵
制
改
革
に
劃
し
て

疑
惑
令
懐
音
、
寺
院
に
集
会
し

τ不
穣
の
形
勢
を
一
京
し
、
十
徐

人
の
も
の
参
事
共
の
内
へ
押
泊
り
談
判
令
な
す
。
但
し
争
闘
に

は
及
ば
な
か
っ
た
。

。今
出
仕
土
井
某
の
家
に
押
迫
っ
て
強
談
し
、
遂
に
抜
万
し
て
暴
行

明
治
四
年
七
月

丸
亀
落
士
五
十
飴
名
は
民
部
省
同
懸

に
及
び
、
数
人
の
負
傷
者
を
出
し
に
。
之
は
如
何
な
る
理
由
に

よ
る
か
明
か
で
な
い
が
、
相
首
根
づ
よ
い
事
情
が
あ
る
の
で
、
手

明
治
初
年
に
於
け
る
侍
階
級
白
騒
擾

首
と
し
て
倉
敷
燃
よ
り
姉
亡
と
し
て
貫
属
卒
二
十
五
人
を
念
汲

し
た
。内‘J'

B
A
 

集
合
し
不
穏
の
形
勢
を
一
不
し
に
。
そ
の
決
議
し
た
る
歎
願
書
を

明
治
五
年
正
月

一
光
郡
山
脇
士
族
卒
共
凡
六
百
人
計
り

見
る
に
、
主
と
し
て
物
質
的
給
興
に
闘
す
ゐ
事
項
十
ナ
傑
争
事

け
て
居
ゐ
。
之
に
闘
す
る
蛍
昂
の
報
告
に
は
、
兵
器
や
携
へ
?
、

卒
常
め
ま
旨
に
て
暴
動
的
仕
業
は
な
か
っ
た
と
い
ひ
、
夏
に
「
集

曾
の
始
米
忠
日
比
強
闘
に
類
し
、
順
序
開
設
等
更
に
無
之
、
共
闘
刷

ふ
所
の
一
書
、
先
も
呈
す
る
不
能
、
畢
克
彼
等
一
己
の
私
慾
よ
り

出
で
、
衆
を
以

τ高
際
臓
に
迫
り
、

一
時
金
策
の
企
の
み
。
寅

に
倒
笑
す
ベ
し
」
と
評
し
て
居
る
。

性
明
治
五
年
疋
月
之
は
前
年
の
紳
官
動
座
事
件
と
関
係

す
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
首
魁
佐
'n
木
宇
三
郎
は
己
に
捕
へ
ら

れ
た
る
も
、
他
の
も
の
は
依
然
と
し
て
陰
謀
必
企
て
、
営
局

は
之
を
検
的
事
す
る
に
苦
心
し
た
。
愛
国
人
は
何
れ
も
名
古
屋
腕

貫
属
卒
に
し
て
、
先
に
捕
へ
ら
れ
に
る
佐
，
n
木
ぞ
救
ふ
矯
め
に

掛
官
。
ぞ
不
残
斬
殺
し
、
宮
川
烏
羽
山
共
他
船
手
の
要
路
巻
絡
も
、

一
脚
宮
の
紳
境
に
屯
集
し
、
三
開
港
揚
を
一
時
に
暴
動
せ
し
め
て

第
三
十
二
巻

第

披

七

五
七

項目円
臼↓

E
 

一一一一一
月
二一一一寸、、冊

目
三

十
第

白川、
一
了
見

年
本

=一日
治
叙

問
倒、、

事
伍
要

史
東
奥

治
国
治
上

明
吉
明
周

8) 
9) 



明
治
初
年
に
於
け
る
侍
階
級
白
騒
擾

焼
き
抑
ひ
、
東
京
政
府
の
大
官
舎
斬
害
し
、
大
宮
御
所
を
擁
し

天
下
の
同
志
を
糾
合
し
て
王
政
ぞ
改
革
せ
ん
と
す
。
之
れ
が
鴻

め
に
は
先
に
事
を
拳
け
し
大
柴
源
太
郎
k
連
絡
を
と
り
、
九
州

地
方
の
諸
落
、
尼
三
遠
甲
信
の
諸
藩
を
煽
動
し
よ
う
と
い
ふ
の

で
あ
る
。
併
し
何
れ
も
中
途
に
て
捕
へ
ら
れ
、
計
蓄
は
喬
餅
に

隠
し
た
。

を
ll!:! (15) 
L; 

明
治
五
年
七
月

山
口
刑
判
士
民
の
あ
る
者
は
東
西
気
脈

大
政
急
務

ω紡
町
内
凹
M

刊
の
生
前
困
難
J
な
わ
六
れ

と
考
へ
、
燦
夷
論
、
糾
儒
悌
三
道
興
隆
、
奮
知
事
の
婦
問
問
等
に

名
を
仮
り
、
士
民
を
煽
動
し
暴
力
に
よ
っ
て
牒
廊
に
強
訴
せ
ん

と
衆
議
の
所
、
中
に
意
見
の
衝
突
あ
り
て
、
は
し
な
く
も
内
遁

者
ぞ
出
し
、
遂
に
首
謀
者
が
、
捕
縛
せ
ら
れ
、
未
然
に
事
を
防

戸
、
事
が
出
来
た
。

附
明
治
五
年
九
月

抱
慶
識
の
者
千
三
百
人
鈴
各
所
に
集
合
し
、
夏
に
懸
令
の
官
宅

愛
知
牒
雑
使
底
分
の
事
あ
り
、

へ
押
し
ょ
せ
、
暴
単
に
及
ば
ん
と
す
る
の
形
勢
を
生
じ
た
の
で

掛
(17)官

を
念
汲
し
て
設
詰脅
し

漸

事
な

し
て
t昼
昔立
し
t: 

明
治
六
年
三
月

山
口
勝
で
は
維
新
以
来
園
事
に
奔
走 代

第
三
十
二
巻

五
七

第
三
時
瑞

一
三
八

し
乍
ら
、
途
中
反
逆
し
に
る
矯
め
に
そ
の
功
賞
を
奪
は
れ
た
も

の
が
頗
る
多
く
、
之
等
の
も
の
は
思
想
悪
化
し
、
昨
日
い
乗
じ
て

暴
由
帯
を
計
ら
ん
と
し
た
。
山
口
燃
に
於
て
士
族
の
反
飢
多
き
は

之
に
よ
る
と
い
ふ
。
こ
の
年
に
も
陰
謀
を
企
て
亡
が
、
未
然
に

務
質
し
に
。

開
明
治
七
年
二
月

村
に
散
居
せ
る
ム
ム
族
は
農
民
を
糾
合
し
て
絡
所
に
屯
集
し
、
4

て

宮
崎
膝
下
諸
腕
部
ヒ
長
飯
村
外
ト
二

め
勢
町
ハ
モ
五
千
に
建
し
仁
。
原
因
は
租
税
の
金
納
会
精
帥
Z
J
R
F
G

事
、
米
債
の
騰
貴
に
よ
る
都
城
町
人
へ
の
反
感
等
で
あ
っ
て
、

首
時
の
百
姓
一
撲
と
殆
ど
異
る
所
は
な
い
。

開
明
治
七
年
三
月
宇
都
宮
居
住
士
族
凡
そ
百
徐
名
家
藤

下
渡
じ
閉
し
て
八
幡
山
に
集
合
し
大
。
陸
軍
省
で
は
本
易
な
ら

ざ
る
事
態
で
あ
る
と
考
へ
、
手
常
ぞ
用
意
し
た
が
、
事
な
き
必

主
3
u
-
ヨ

O

F

忽
'
J
J

A
H
V
 

弓
A

合
し
て
何
事
か
議
し
て
居
た
。
営
局
は
大
に
心
配
し
た
が
、
大

明
治
七
年
=
一
月

高
槻
藩
の
貫
属
は
北
山
天
神
社
に
集

事
(21)に

至
日月 ら
治な

七 か
年つ
五 f三
月

秋
田
燃
の
士
族
は
、
石
代
の
取
極
方



が
不
都
合
な
る
が
故
に
米
償
騰
貴
し
て
活
計
困
難
と
な
つ
に
と

考
へ
.
大
勢
集
曾
し
て
反
封
運
動
を
企
て
た
が
、
暴
動
に
は
歪

ら
な
か
っ
に
。

ね
明
治
七
年
三
月
、
九
月

し
て
争
ひ
、
互
に
反
間
苦
肉
の
策
や
弄
し
て
居
士
が
、
途
に
之

沼
田
膝
下
の
士
族
は
裳
や
ぜ
な

が
一
般
の
百
姓
一
撲
と
化
し
、
大
騒
動
が
起
つ
仁
。
俗
に
ワ
ヅ

Dミパ
の一
詳撲
しと
:雪稿
併す
ヲピ る
がも
めの
る10，で、
。あ

る

之
に
つ
き
て
は
演
村
一
比
三
郎

は
腐
の
抗
争
、
そ
の
煽
動
に
端
h
f

褒
す
る
も
の
な
る
が
故
に
誌
に
列
卑
し
た
。

回
、
騒
擾
の
特
徴

右
は
桜
め
て
限
ら
れ
た
る
事
例
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
之
に
よ

っ
て
綜
合
的
判
断
を
下
す
事
は
出
来
な
い
が
、
併
し
之
れ
丈
け

の
事
賞
よ
り
し
て
一
廃
の
結
論
冶
得
ら
れ
な
い
事
は
な
い
。
先

づ
第
一
に
そ
の
反
凱
の
原
因
叉
は
理
由
ぞ
見
る
に
、
己
に
略
述

し
に
る
が
如
く
、
思
想
的
に
は
長
い
間
保
守
的
封
建
精
一
柳
に
な

れ
て
居
た
の
が
、
急
激
に
進
歩
的
制
度
が
採
用
せ
ら
れ
た
、
め
、

農
民
に
比
較
す
れ
ば
理
智
的
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
之
を
充
分

明
治
初
年
に
於
け
る
侍
階
級
の
騒
擾

に
理
解
し
得
な
か
っ
た
事
、
並
に
従
来
横
暴
な
ふ
る
ま
ひ
令
し

て
居
士
冶
め
に
そ
の
堕
性
と
し
て
凱
恭
し
易
い
事
等
が
考
へ
ら

れ
る
。
第
こ
に
は
政
治
上
に
白
己
の
怠
見
が
容
れ
ら
れ
歩
、
之

に
白
己
の
同
僚
で
あ
っ
た
も
の
や
、
地
位
の
下
に
あ
っ
↑
ん
も
の

が
、
新
制
の
下
仁
於
て
顕
位
に
上
'
り
、
樺
勢
や
得
大
る
も
の
ぞ

見
て
心
卒
な
ら
す
、
反
感
そ
抱
き
争
観
め
動
機
も
な
し

f
事
も

考
へ
ら
れ
る
。
殊
に
蛍
時
向
ほ
蒋
閥
的
精
紳
が
強
烈
〕
い
し
て
、

有
力
な
ら
務
豚
の
出
身
に
非
が
ん
ば
地
位
h
-
得
て
自
己
の
方
法

を
賀
行
す
る
事
が
出
来
守
、
之
等
不
卒
分
子
が
議
冶
結
び
て
欝

憤
を
晴
ら
古
ん
と
し
に
。
第
三
に
は
経
済
上
の
理
由
で
あ
っ
て

特
纏
喪
失
に
仲
ひ
経
済
上
の
苦
痛
が
大
と
な
り
、
こ
の
窮
地
を

股
せ
ん
と
し
て
百
姓
一
挟
的
反
抗
ぞ
企
て
に
。
而
し
て
之
等
の

諸
動
因
は
封
建
的
精
紳
が
時
代
と
共
に
薄
ら
ひ
で
行
き
、
侍
と

し
て
の
存
在
理
由
が
減
少
す
る
に
維
ひ
、
・
次
第
仁
襲
化
じ
て
居

る
事
が
大
慢
に
於
て
覗
ひ
う
る
。
街
ほ
右
の
騒
動
の
中
に
て
封

建
的
大
義
名
分
に
よ
っ
て
動
い
た
も
の
が
殆
ど
な
い
事
は
注
目

に
値
す
る
。

吠
に
騒
援
の
形
態
叉
は
方
法
や
見
ゐ
仁
、
大
億
三
の
郡
が
あ

第
三
十
二
巻

五
七
三

第

披

九
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明
治
初
年
に
於
け
る
侍
階
級
の
騒
擾

る

一
は
自
暴
自
棄
の
腹
い
せ
の
暴
行
で
あ
っ
て
、
十
円
L
h
ひ
そ

れ
が
計
霊
的
で
あ
っ
て
も
、
誇
大
妄
想
的
な
騒
援
に
す
ぎ
ぬ
。

不
卒
分
子
の
糾
合
に
よ
っ
て
目
的
が
達
せ
ら
る
冶
も
の
冶
如
く

思
っ
て
居
る
の
は
、
全
く
一
枇
曾
の
認
識
に
錯
誤
が
あ
っ
土
か
ら

で
あ
る
。
こ
は
軍
に
示
威
的
に
集
曾
し
て
目
的
ぞ
遣
し
よ
う
と

す
る
。
こ
の
種
の
も
の
は
恐
ら
く
各
地
方
に
頗
る
多
〈
行
は

れ
大
も
の
と
推
察
出
来
る
。
記
録
に
徐
り
残
3
る
、
よ
う
な

事
柄
で
以
立
か
が
、
不

ω事
例
中
仁
も
和
首
mL~
動
に
上
っ
て
居

る
所
を
見
て
も
こ
の
方
法
が
最
も
多
か
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

之
は
百
姓
や
町
人
を
煽
動
し
て
或
は
要
求
を
貫
徹
せ
ん
と
し
、

或
は
腹
い
せ
を
や
っ
た
。
明
治
初
期
百
数
十
の
百
姓
一
撲
中
、

侍
階
部
叫
が
ひ
そ
か
じ
糸
巻
引
き
、
叉
は
指
導
者
と
し
て
煽
動
し

た
も
の
が
岡
市
し
て
ど
の
程
度
に
毒
す
る
か
は
向
ほ
研
究
の
徐
地

が
あ
る
が
、
恐
ら
く
そ
の
教
は
徐
り
多
く
は
な
い
で
あ
ら
う
。

之
は
首
時
向
ほ
武
士
が
百
姓
町
人
と
齢
せ
守
と
の
自
負
心
を
有

し
て
居
た
の
み
な
ら
す
、
利
害
関
係
が
必
し
も
一
致
し
て
居
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
侍
階
級
の
反
抗
運
動
の
統
制
争
見
る
に
、
そ
の
組
織

第
三
十
二
巻

五
七
四

第

2虎

一
四

O

的
な
も
の
は
極
め
て
少
い
。
郡
山
士
族
の
集
曾
を
見
て
も
湿
り

た
ゐ
要
求
す
ら
出
し
得
な
か
っ
た
と
あ
る
。
之
は
閥
係
官
吏
が

軽
現
し
て
書
い
た
も
の
で
も
あ
ら
う
が
、
多
く
は
策
な
く
し
て

漫
然
と
集
圏
し
た
に
す
ぎ
ぬ
と
思
は
る
=
結
が
多
い
。
従
て
永

積
性
は
殆
ど
な
い
。
仲
間
割
れ
な
ど
が
頗
ゐ
よ
く
あ
っ
た
ら
し

ぃ
。
之
は
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
階
級
の
特
徴
に
し
て
、
熱
狂
的
に

集
圏
運
動
を
継
続
す
る
事
は
出
来
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

豆
、
態

言

以
上
は
余
が
明
治
初
年
の
普
通
の
百
姓
一
授
の
資
料
冶
探
索

中
副
産
物
と
し
て
見
出
し
た
る
事
例
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
に

は
恐
ら
く
よ
り
多
く
の
侍
の
反
抗
運
動
が
あ
っ
た
と
推
定
せ
ら

る
。
併
し
営
時
の
警
察
治
安
に
閲
す
る
公
文
書
を
見
る
も
、
百

姓
一
撲
の
事
件
は
相
営
に
津
山
出
て
居
る
が
、
侍
の
反
抗
運
動

の
事
例
は
記
き
る
、
所
が
少
い
。
武
士
階
級
の
後
始
末
は
常
時

政
治
上
枇
曾
上
の
大
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
若
し
か

J
O事
件

が
費
生
し
た
と
す
れ
ば
、
百
姓
一
授
以
上
に
文
書
に
建
っ
て
居

る
筈
で
あ
る
。
故
に
案
外
侍
の
反
抗
運
動
は
少
な
か
っ
た
と
も



考

へ
ら
る

〉
。
文
覚
時
の
客
観
的
状
勢
よ
り
す
れ
ば
、そ
の
比
較

的

に
少
か
っ
た
事
を
推
論
し
得
る
と
思
ふ
。
そ
の
第

一
の
理
由

は
、愈

々
大
攣
革

が
行
は
れ
て
し
ま
っ
て
は
,精
神
的
に
も
肉
膿

的
、
物
質
的
に
も
已
に
力
を
失
っ
て
居
た
武
士
階
級
が
多
少
と

も
組
織
的
な
反
抗
運
動
を
す
る
丈
け
の
気

力
を
訣
い
で
居
た
。

之
れ
が
出
来
う
る
程
で
あ
れ
ば
、
あ
の
よ
う
に
脆
く
も
封
建
肚

會
は
崩
壊
し
て
居
な
い
。
第
二
の
理
由
は
、
武
士
階
級
は
當
時

と
し
て
は
と
に
角

イ

ン
テ
リ
ゲ

ン
チ
ャ
で
あ

る
。

イ
ン
テ
リ
は

常
に
日
和
見
階
級
な
る
が
故
に
、
大
勢

が
極
っ
て
し
ま

へ
ば
之

に
煩
慮
し
ょ
う
と
す
る
。
賢
明
な
も
の
は
早
く
新
肚
會
組
織

へ

韓
人
し
て
し
ま

っ
た
。
百
姓
と
結
合
し
な
け
れ
ば
大
規
模
の
有

効
な
運
動

が
出
来
す
、從
て
失
取
に
了
る
事

は
明
か
で
あ
る
。
然

か
も
百
姓
と
武
士
と
は
容
易
に
融
和
し
得
ぬ
欺
態
に
あ

っ
た
。

故
に
目
先
の
見

へ
る
武
士
は
軽
々
に
騒
動
を
起
さ
ぬ
。
第

三
に

は
維
新
後
備
ほ
暫
く
は
身
分
的
に
も
経
済
的
に
も
あ

る
程
度
に

保
障
さ
れ
て
居
り
、
力
量
の
あ

る
も
の
は
軍
人
、
官
吏

、
巡
査

に
な
り
、
或

は
蹄
蔑
し
、
商
業
を
學
ん
だ
。
又
當
時
の
役
人
、

巡
査
な
ど
は
大
部
分
奮
侍
で
あ
る
。
從
て
侍
が
反
抗
運
動
を
す

朋
治
噛初
年
に
於
け
る
侍
階
級
の
騒
擾

れ
ば
結
局
同
志
打
ち
に
な
る
。
こ
の
事
も
騒
動
を
少
か
ら
し
め

た
理
由
の

「
つ
で
あ
る
。
現
に
士
族
が
煽
動
し
て
起
つ
た
百
姓

}
揆

や
町
人
騒
動
に
於
て
、
使
嗾
し
た
武
士
が
比
較
的
輕
罪
に

塵

せ
ら
れ
て
居
る
の
を
見
て
も
、
こ
の
間
の
事
情
が
想
像
出
来

る
。
第
四
に
は
、
士
族
の
積
極
的
潰
極
的
救
済
が
行
に
れ
た
事

で
あ
ろ
。
大
勢
を
達
観
し
た
藩
で
は
早
く
も
自
襲
的
に
断
農
を

す

、
め
士
族
授
産
を
断
行
し
た
。
叉
新
政
府
は
そ
の
窮

乏
せ
る

財
幣
を
割
い
て
授
産
事
業
を
起
し
光
。
固
よ
り
こ
の
授
産
事
業

が
如
何
な
る
程
度
に
効
果
が
あ

っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
少

く
と
も
武
士
階
級

の
不
孝
を

一
時
的
に
抑
止
し
得
た
事
は
事
實

で
あ
る
。
か
く
し
て
新
制
を
根
本
よ
り
覆

へ
し
て
封
建
枇
會
に

逆
落
せ
し
め
ん
と
す
る
有
力
な
る
反
革
命
の
運
動
は
殆
ど

一
も

起

る
事
な
く
、
そ
の
内
に
新
政
府
の
中
央
集
標
化
の
次
第
に
徹

底
し
、
西
南
戦
争
を
韓
機
と
し
て
、
武

士
階
級
は
勿
論

}
般
人

心
は
新
な
る
方
面
に
進
み
、
武
士
階
級

は
い
つ
し
か
種

々
の
肚

會
暦

に
吸
牧
せ
ら
れ
、
實
質
的
に
も
形
式
的
に
も
そ
の
影
を
淡

し
た
の
で
あ
る
。

第
三
十
二
巻

五
七
五

第

三
號

一
四

一


